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第８節 災害医療体制

１ 現 状

○ 広大な面積を有する本道では、これまで台風や集中豪雨等の猛威を始め、北海道南

西沖地震や十勝沖地震などによる津波、長い避難を余儀なくされた有珠山等の火山噴

火や竜巻の襲来、平成30年北海道胆振東部地震などの自然災害により、大きな被害を

受けています。

将来的にも、日本海溝や千島海溝沿いでの巨大地震と津波の発生により、太平洋沿

岸の地域において甚大な被害が生じるなど、大きな災害が発生することが懸念されて

います。

○ また、災害には、これらのほかに、原子力発電所の事故等により発生する原子力災

害＊１、テロ、航空機・列車事故といった人為災害に至るまで様々な種類があり、同

じ種類の災害であっても、発生場所、発生時刻や時期等によって被災・被害の程度は

大きく異なります。

○ そのような様々な災害発生に備え、「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」に

おいて道・市町村・医療機関等が取り組む医療救護活動を定めています。

＊１ 原子力災害時の医療活動については，北海道地域防災計画（原子力防災計画編）に定められている。
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＊１ ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Teamの略、大地震及び航空機・列車事故といった災害時に迅速に駆けつけ、救急治療を

行うための専門的な訓練を受けた医療チーム。

＊２ ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Teamの略、都道府県と政令指定都市が、被災地に継続して派遣する災害派遣精神医

療チーム。災害精神医療の現状等については、第６節精神疾患の医療連携体制に記載。

＊３ 災害拠点病院：災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能や広域搬送への対応機能や医療救護班の派遣

機能などを有し、災害時に必要な医療支援を行うための拠点施設のこと。第二次医療圏ごとに整備される「地域災害拠点病院」と、更

にそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」（各都道府県に１か所）に分けら

れる。

【「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」の主な内容】

○ 医療救護活動の実施

1 北海道の役割 ・ 救護所の設置

・ 北海道救急医療・広域災害システムによる情報収集

・ 救護班、災害派遣医療チーム（DMAT＊１）の派遣要請

・ 災害派遣精神医療チーム（DPAT＊２）の派遣要請

2 市町村の役割 ・ 救護班の編成

・ 保健師等による保健指導及び栄養指導

3 災害拠点病院の＊３役割 ・ 救護班、DMATの派遣

・ 医療救護活動

・ 被災患者収容

・ 医薬品、医療材料等の貸出

4 協力機関等の役割 ・ 救護班の派遣

・ 医療救護活動

○ 輸送体制の確保

◆ 救護班及びＤＭＡＴの移動手段や重症患者等の搬送について必要に応じ、ヘリコプター輸送

（北海道防災航空室・自衛隊等）を確保

○ 医薬品等の確保

◆ 北海道・市町村 … 救護所や避難所等への災害時備蓄医薬品等の供給

◆ 災害拠点病院 … 水、食料、医薬品、医療資機材等の備蓄

○ 広域的な医療救護活動の調整

◆ 北海道 … 必要に応じ、国や他都府県へ医療救護活動の応援要請及び受入調整

　　　　　　独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所、
　　　　　　独立行政法人労働者安全機構、日本赤十字社北海道支部、
　　　　　　その他公的医療機関の開設者、北海道医師会、北海道歯科医師会、
　　　　　　北海道薬剤師会、北海道看護協会、北海道柔道整復師会、
　　　　　　北海道エアポート株式会社
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○ 道は、災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、平成８

年度以降、災害拠点病院の整備を進めており、これまでに基幹災害拠点病院を１か所、

地域災害拠点病院を33か所指定（令和５年４月現在）し、全ての第二次医療圏で災害

医療を担う拠点病院を確保しています。

○ 平成19年度からは、災害急性期（おおむね発災後48時間）に活動できる機動性を有

する専門的訓練を受けた北海道ＤＭＡＴの養成を図り、全ての災害拠点病院を含む37

か所の病院でチームを保有しているほか、ＤＭＡＴ研修、ＪＭＡＴ＊１研修、ＮＢＣ

＊２災害・テロ対策医療チーム研修等を活用した人材育成に努めています。

【道内のＤＭＡＴチーム数の推移】

〇 災害時に医療機関の状況を把握する手段である広域災害・救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ＊4）について、全ての病院で整備し、これを活用した訓練による迅速な情

報共有意識の醸成に取り組んでいます。

○ 災害時の広域医療搬送等に対応するため、千歳基地ほか９空港等の管理者と航空搬

送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ＊5）の設置及び運営に関する協定を締結しています。

○ 東日本大震災、熊本地震、胆振東部地震及び知床沖観光船捜索救助事案の際には、

道内のＤＭＡＴも派遣され、被災地等で医療救護活動を行っています。

○ 災害時に避難された住民の健康管理・相談や衛生管理等を行う看護師を派遣するた

め、北海道看護協会と協定を締結しており、東日本大震災及び胆振東部地震の際には

多くの看護師（災害支援ナース）が被災地で医療救護活動を行っています。

＊１ ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Teamの略。主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管理、被災地の

病院・診療所への支援を行う日本医師会災害医療チーム。

＊２ ＮＢＣ：核物質（Nuclear）、生物剤（Biological）、化学剤（Chemical）の略

＊３ 日本ＤＭＡＴの有資格者と、北海道が認定するＤＭＡＴの有資格者を合わせた総チーム数。

＊４ ＥＭＩＳ：Emergency Medical Information Systemの略

＊５ ＳＣＵ：Staging Care Unitの略

平成30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

道 南 5 5 5 5 6

道 央 36 39 43 43 47

道 北 16 16 17 17 18

オ ホー ツク 7 7 8 8 8

十 勝 2 2 2 2 2

釧路・ 根室 7 8 9 9 9

計 73 77 84 84 90

第三次
医療圏

チーム数 ＊３
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２ 課 題

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有効に活用

する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等の連携体制を構築

しておく必要があります。

○ 本道においては特に、冬季に地震や津波が発生した場合、屋外や寒い屋内での避難

により低体温症のリスクが生じる等、積雪寒冷地特有の課題があります。

○ また、高齢化の進行とともに、災害時における高齢者等の要配慮者の割合が増加す

ることが見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要となり

ます。

（災害拠点病院の強化）

災害拠点病院では、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うため、施設の

耐震化や浸水等への対策、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）による情報

発信、食料、飲料水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体制等が必要で

す。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

大規模又は広域的な災害時における医療活動にはＤＭＡＴが必要となることから、

ＤＭＡＴの養成及び技能の維持等について継続的に取り組む必要があります。

（災害支援ナースの整備）

令和４年医療法改正により、災害支援ナースが「災害・感染症医療業務従事者」と

して法的に位置づけられたことから、災害時に迅速に対応できる体制の整備に取り組

む必要があります。

３ 必要な医療機能

災害急性期（発災後48時間以内）において必要な医療体制を確保するとともに、急

性期を脱した後も、避難所等での健康保持体制を確保するためには、日本赤十字社や

医師会（ＪＭＡＴ等）などの協力機関との連携を図ることが必要です。

（災害拠点病院の体制確保）

災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受入、広域搬送への対応機能

及び応急資機材の貸出機能等を発揮できるよう、訓練の実施等、平時からの備えを行

っておくことが必要です。

特に基幹災害拠点病院は、平時に災害医療に精通した医療従事者を育成するととも

に、災害時に統括ＤＭＡＴを北海道ＤＭＡＴ調整本部に派遣するなど災害医療を提供

する上で中心的な役割を担うことが必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制確保）

ＤＭＡＴにおいては、災害の急性期において、専門的な訓練を受けた医師及び看護

師等を災害現場に派遣し、迅速に応急処置などを行うことができる機能が必要です。
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

地域の医療資源に即した災害時に必要な災害医療体制の確保に努めます。

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、被

災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料などを供

給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。

また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。

○ 北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は、道の要請に基づきＤＭＡＴを災害急性期において

被災地に派遣し、「患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・処置」、「被

災地内の病院における診療支援」、「被災地内におけるトリアージ＊１や救命処置」等

を行います。

○ 災害時に備え「北海道災害医療コーディネーター」、「北海道災害時小児周産期リ

エゾン」及び「北海道災害薬事コーディネーター」を育成し、その機能を十分に発揮

できる体制整備を図ります。

○ 災害時に被災地に必要とされる医療を迅速かつ的確に提供するため、被災状況に応

じ「北海道保健医療福祉調整本部」を設置し医療ニーズ等の把握、分析や様々な医療

チームの派遣調整などを行います。

災害医療コーディネーター（全道）、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コー

ディネーター（全道）は当該本部等において必要な助言等を行い、災害医療コーディ

ネーター（地域）及び災害薬事コーディネーター（地域）は保健所等において必要な

助言等を行います。

＊１ トリアージ：傷病者に対する応急処置や傷病者の状態に応じた治療等の優先度、緊急度の選別。

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

97 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

73 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

60 60 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

19 19 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

40 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

32 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

実施件数等

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実
施している病院の割合（％）

病院におけるＥＭＩＳ施設情報（必
要電力量／日）の入力率（％）

体 制 整 備

災害拠点病院整備第二次医療圏
数（医療圏）

北海道DMAT指定医療機関整備
第二次医療圏数（医療圏）

災害拠点病院における耐震化整
備率（％）

災害拠点病院における浸水等対
策率（％）

災害医療コーディネーター任命数

災害時小児周産期リエゾン任命数

指標区分 指標名（単位） 現状値
目標値
（R11）

目標値の考え方 現状値の出典（年次）
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○ 災害拠点病院等連絡協議会を開催し、基幹災害拠点病院を中心とする災害拠点病院

間の連携強化及び情報共有を図ります。

○ 道や市町村は、被災者に対して感染症のまん延防止、メンタルヘルスケア等のニー

ズに的確に対応するため、保健師、管理栄養士などによる保健指導及び栄養指導を実

施するとともに関係機関、関係団体との連携を図ります。

○ ドクターヘリを含む航空医療体制の充実強化を図ります。

○ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営訓練を実施し、円滑な搬送体制

の確保に取り組みます。

○ 北海道ＤＭＡＴ実動訓練を通して冬季の災害への対応を検討します。

（災害拠点病院の強化）

○ 災害拠点病院の耐震化や浸水等対策を促進します。

○ 災害拠点病院は地域の医療機関等と連携し定期的に訓練を行うとともに、各種研修

等への受講を促進し、体制の強化に努めます。

○ 災害医療を提供する上で中心的な役割を担う基幹災害拠点病院の充実強化が図られ

るよう取り組みます。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

災害時にＤＭＡＴが有効に機能するため、隊員養成研修等の人材育成や定期的な訓

練の実施など体制の整備に努めます。

（広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用）

病院等は平時からＥＭＩＳに施設情報等必要な情報を入力するとともに、訓練等を

通じて緊急時の入力に関する理解促進に取り組み、災害時には被災情報の発信に努め

ます。

道は関係機関・団体と連携して研修会等を開催し、病院等の取組を支援します。

（災害支援ナースの整備）

災害時における看護ニーズに対応し、災害支援ナースの活動が円滑に行われるよう、

関係機関等と連携を図りながら医療機関との協定締結を進め、災害支援ナースの養

成・確保に努めます。

６ 医療連携圏域の設定

災害医療に係る医療連携圏域は、「災害時における医療体制の充実強化について

（平成24年３月21日医政発0321第２号厚生労働省医政局長通知）」において、原則、

第二次医療圏ごとに地域災害拠点病院を整備する必要があるとされていることから、

本計画に定める第二次医療圏を基本とします。

７ 医療機関等の具体的名称

災害拠点病院及び北海道ＤＭＡＴ指定医療機関

【基幹災害拠点病院（１施設）・ＤＭＡＴ指定医療機関（１施設）】 令和５年４月現在

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関
指定年月日

全　　　道　　　域 札幌医科大学附属病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

圏　　　　　　　域
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【地域災害拠点病院（33施設）・ＤＭＡＴ指定医療機関（36施設）】 令和５年４月現在

＊ 災害医療に係る医療機関名簿は、第10章別表により随時更新

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関
指定年月日

道　　南 南 渡 島 市立函館病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

函館五稜郭病院 － 令和4年5月20日

南 檜 山 北海道立江差病院 平成９年３月28日 平成26年3月26日

北渡島檜山 八雲総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

道　　央 札 幌 市立札幌病院 平成９年１月７日 平成23年8月8日

北海道大学病院 平成14年４月１日 平成19年9月12日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日 平成23年8月8日

手稲渓仁会病院 平成23年11月１日 平成21年6月15日

札幌東徳洲会病院 － 令和4年3月25日

後 志 小樽市立病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

南 空 知 岩見沢市立総合病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

中 空 知 砂川市立病院 平成９年１月７日 平成21年7月16日

北 空 知 深川市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

西 胆 振 日鋼記念病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

市立室蘭総合病院 平成20年２月21日 平成22年5月20日

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 平成28年４月１日 平成25年3月18日

総合病院伊達赤十字病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

東 胆 振 王子総合病院 平成９年12月25日 平成19年9月12日

苫小牧市立病院 平成23年11月１日 平成25年3月18日

日 高 総合病院浦河赤十字病院 平成９年12月25日 平成25年3月18日

道　　北 上 川 中 部 旭川赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

旭川医科大学病院 平成23年11月１日 平成19年9月12日

上 川 北 部 名寄市立総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

富 良 野
社会福祉法人北海道
社会事業協会富良野病院

平成９年12月25日 平成26年3月26日

留 萌 留萌市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

宗 谷 市立稚内病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

オホーツク 北 網 北見赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

遠 紋 広域紋別病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

十　　勝 十 勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 平成９年１月７日 平成25年3月18日

釧路・根室 釧 路 市立釧路総合病院 平成９年１月７日 平成22年5月20日

釧路赤十字病院 － 令和4年7月1日

根 室 市立根室病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

町立中標津病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日
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８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 災害発生時には、地域の歯科医師会を中心として、病院歯科、歯科衛生士会、歯科

技工士会等が連携し、歯科救護所の開設・運営、並びに避難所や仮設住宅における歯

科診療、口腔衛生管理、口腔機能管理等を実施し、義歯紛失などによる摂食嚥下障害、
えん げ

咀 嚼障害を有する被災者への歯科医療提供や高齢者の口腔機能の低下による誤嚥性
そ しやく ご えん

肺炎の予防に努めます。

○ 口腔内所見による災害犠牲者身元確認作業及び身元確認の有力な手掛かりとなるカ

ルテ等診療情報の提供などに努めます。

９ 薬局の役割

○ 災害発生時の医療救護活動においては、医療救護チームの医師が被災者の治療等を

行う上で、薬の選択や調剤、服薬指導を行う薬剤師が不可欠であることから、薬局の

薬剤師を派遣するため、薬剤師会の協力を得て、派遣体制の確保に努めます。

○ また、災害時においては、救護所等において、医薬品や衛生材料などの需給状況の

把握や支援医薬品の仕分け・管理などが適切に実施できる体制づくりに努めます。

10 訪問看護事業所の役割

○ 訪問看護事業所利用者は、災害時における高齢者や障がい者等の要配慮者が多いこ

とから、市町村をはじめ関係機関と連携し、各利用者ごとの災害時支援計画を作成す

るとともに、関係機関との役割分担を決めるなど平時からの対策を進めます。

○ 災害時における訪問看護事業所間の支援体制のネットワーク化を図り、災害時要配

慮者への訪問看護の提供体制の確保に努めます。
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＊１ 災害医療コーディネーター（全道）、災害時小児周産期リエゾン。

＊２ ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日赤救護班等。

災 害 医 療 連 携 体 制

（令和５年４月現在）

● 北海道保健医療福祉調整本部

（情報分析・派遣調整等）

・広域災害・救急医療情報システム （ＥＭＩＳ）による情報収集等

・派遣

広域患者搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南 ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３７施設】

○保健所
（情報整理・

分析等）

被災地域

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

・基幹災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・ 一般
医療機関

医療救護活動（感染症等の蔓延
防止・メンタルヘルスケア等）

情
報
収
集

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

派
遣
依
頼

災害医療コーディネー
ター（全道）等 （＊１）

災害医療コーディ
ネーター（地域）

助言等

助言等

・避難所
（救護所）

・市町村

・避難所
（救護所）

連携

連絡・調整

連絡・調整

○協力機関
【国立病院・日本赤十字社・公的病院・
道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

・医薬品等供給

○地域災害拠点病院
（DMAT活動拠点）
（情報整理・分析等）

連携・派遣
・応急資機材貸出

・派遣

・ 救急
医療機関

医療救護活動（診療支援・
病院避難等）

連携

・保健医療福祉活動チーム（＊２）派遣


